
行為の着手

建築確認申請

・＊１申請書（様式第2）
・委任状
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・各面の立面図（着色）
・主要部2以上の断面図
・外構平面図
・２方向以上の現況カラー写真
・完成予想図（着色）
・チェックシート
・概要書（1部）
・返信用封筒（1部）
（宛先を記入し、＊３切手を貼ったもの）

図書受領

＊２受付

認定書発行

堺市 都市景観室申請者（代理人）

申請図書一式

郵送
返信用封筒を同封

郵送
返信用封筒を使用

受取

新型コロナウイルス感染症対策に伴う
百舌鳥古墳群周辺景観地区における認定申請に係る郵送対応について

景観法に基づく景観地区の認定申請について、郵送での対応を実施します。
なお、堺市景観条例に基づく景観地区における事前協議については従前（窓口対応）と変更ありません。

堺市建築都市局都市計画部都市景観室

郵送による景観地区の認定申請のながれ

事前協議完了

（正副1部ずつ）

＊１ 届出者が民間事業者の場合に限ります。
事業者が官公庁の場合は、通知書（景地-官-2）
を用いてください。

＊２ 事前協議が未完了の場合や届出図書等に不備が
ある場合は、受付できません。

＊３ 書留等配達記録にかかる費用分の切手を貼付け
てください。（副本も返却します）

不備がある場合、再提出、追加資料の提出を求める

ことがありますのでご注意ください。


